
回 回 回

人 人 人

回 回 回

人 人 人

回 回 回

人 人 人

回 回 回

人 人 人

回 回 回

人 人 人

１．一般講習　　　　　応急手当等の基礎的な知識を習得させる講習。応急手当等の基礎的な知識を習得させる講習。

２．普通救命講習　　　AEDも含めある程度専門的な技術を習得させる講習で、受講者には

３．救命入門コース　　　　事業所、団体、地域等で応急手当の指導・普及に当たるものを養成する講習。胸骨圧迫及びＡＥＤの取扱いを習得させる応急手当の導入講習。

４．普及員講習　　　　事業所、団体、地域等で応急手当の指導・普及に当たるものを養成する講習。事業所、団体、地域等で応急手当の指導・普及に当たるものを養成す

□救急業務の高度化の流れ

　　　　　　　　　　 となる。

　　　　　　　　　   「血糖測定」並びに「低血糖発作症例に対するブドウ糖溶液の投与」が可能

　　　　　　　　　　 となる。

　　平成18年4月　…　医師の指示を受けて救急救命士による「薬剤投与」の実施が可能となる。

　　平成21年3月　…　「エピペン(自己注射が可能なエピネフリン製剤　別名アドレナリン)」

　　　　　　　　　　 の投与が可能となる。

　　平成23年8月　…　「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡による気管挿管」の実施が可能となる。

　　平成26年4月　…　「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液」の実施が可能

　　平成15年4月　…　「救急救命士法」の改正→「指示なし除細動」の実施が可能となる。

　　平成16年5月　…　救急救命士による”包括的指示下”での「除細動実施」の運用開始。

　　平成16年7月　…　医師の指示を受けて救急救命士による「気管挿管」の実施が可能となる。

　 　　　　　　　　  市民の「AED(自動体外式除細動器)」の使用が可能となる。

　　平成17年5月　…　市民に対して「AED講習」の開始。

区　分

一 般 講 習

普通救命講習

普 及 員 講 習

令和３年

214

令和４年
年　別

回　　数

受講者数

回　　数

受講者数

回　　数

16

250

50

令和５年

22受講者数

10

229

1613

167

3

受講者数 15

救救急急講講習習会会のの実実施施状状況況 各年１月１日～１２月３１日

　　　　　　　　　　　  る講習。

一 般 講 習

普 及 員 講 習

普 通 救 命 講 習 ＡＥＤを含めある程度専門的な技術を習得させる講習で、受講者には

　　　　　　　　　　　　「修了証」を交付。

797

45

572

26

443

救命入門コース

救命入門コース
回　　数 2

3495

1,369
合　　　　計

回　　数

454受講者数
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平成1 5年10月

平成1 7年 7月

平成1 8年 5月

平成1 9年 1月

平成2 0年 5月

平成2 0年 7月

平成2 1年 8月

平成2 2年 3月

平成2 2年 4月

平成2 2年 5月

平成2 2年 8月

平成2 2年 9月

平成2 2年11月

平成2 3年 7月

平成2 4年 3月

　　程の全部を改正し、平成22年11月1日より運用している。

消消防防無無線線ののデデジジタタルル化化運運用用ににつついいてて

通信指令室指令装置の更新

運用開始（指令装置費用26,000千円）

　※119番入電時通報者の位置が、モニター地図画面に表示される装置

　（ゼンリン地図上にＮＴＴデータを利用し表示）

　※表示的中率は、おおむね・・・

　　・一般加入電話～9割以上

総務省令「電波法関係審査基準」の一部改正

消防庁次長通知「消防救急無線の広域化・共同化及び共同運用の推進について」

　（※→平成23年6月1日以降の免許更新は許可されない。）

　消防救急無線は「平成28年5月31日までに」デジタル化しなければならない。

　・基本的には都道府県を一つのブロックとして整備。

　・指令センターは都道府県単位が望ましい。

北海道の「整備計画」（案）における道内の区域割りの提案

　※道内を7ブロック化（岩見沢は札幌を含む石狩・空知・後志支庁管内で構成。）

　・前記に基づき、都道府県は市町村や消防本部との協議のうえ平成18年度までに

総務省告示第291号

　アナログの使用期限については電波法関係審査基準により平成28年5月31日までと

規定されていたが、共通仕様書が策定されるなどデジタル化の整備環境が整ってき

　「整備計画」を策定すること。

「北海道消防救急無線広域化等策定委員会・協議会」を設置

　北海道における「整備計画」を平成19年度末までに策定予定で設置。

通信規程の運用について

警防規程運用開始

　※平成18年3月15日施行の通信規程を、警防規程運用に伴い、市町村合併後の問

　　題点、消防広域化、当組合月形町通信一元化を総合的に検討した結果、通信規

たこと等から、法律（電波法第26条）に基づき、周波数割当計画（告示）を改正し、

アナログの使用期限を正式に平成28年5月31日までと規定。

「北海道消防救急無線広域化・共用化及び消防指令業務の共同運用に係る整備計画」

　の策定

「北海道消防救急無線広域化・共用化及び消防指令業務の共同運用に係る整備計画」

　の見直し

「道央地区消防救急無線共同整備等実施計画」の策定

空知ブロック消防救急デジタル無線整備費用低減化検討会議設置

南空知第1回ワーキンググループ会議

南空知第1回ワーキンググループ会議

（道危機対策課、空知総合振興局、消防）

　※機能…デジタル化対応、消防広域対応、地図検索装置整備

地図検索装置概略

　　・携帯電話～ＧＰＳ機能付～数メートル以内

　　・携帯電話～ＧＰＳ機能無～数十キロ以内

南空知第1回ワーキンググループ担当者会議

（道危機対策課、空知総合振興局、市町村財務担当者、消防）

空知ブロック消防救急デジタル無線整備費用低減化検討会議
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平成2 4年10月

平成2 5年 4月

平成2 6年 1月

平成2 8年 4月

平成2 9年 9月

　 

2

16

合　計

2

月形町岩見沢市
市町別

種別
備　考

メール１１９

Ｎｅｔ１１９ 16

通信業務の一元化業務開始

　当組合月形町との通信一元化により既に実施している緊急通報システムの受報業

高機能消防指令センター運用開始（整備費用291,600千円）

　※通信指令システム概要

　　消防救急デジタル無線設備と接続連携し、出動車両運用管理装置と連動するこ

　　とにより、的確な出動指令と効率的な事案活動を行うための各種支援情報を提

　　供し消防力の最大発揮を図ることができる高機能化したシステム。

　※装置概要

　　指令台…下記装置と連動・連携し、通報受付、出動指令、無線交信等総合的に

　　　　　　消防通信を行う装置。

　　・自動出動指定装置～出動指令、出動隊編成等システムの自動化機能を制御す

　務の他に119番受報業務、災害出動等指令業務を、平成24年10月1日より実施して

　いる。

消防救急デジタル無線整備に係る実施計画委託業務着手

　　・出動車両運用管理装置～管理装置（親局装置）及び車両設置の車両運用端末

実施計画委託業務成果品受領

消防救急デジタル無線整備運用開始

　　　装置（ＡＶＭ）から構成され、車両動態・車両位置情報等を伝送し自動出動

　　　指定装置等に反映させるもの。

ＮＮｅｅｔｔ１１１１９９・・メメーールル１１１１９９登登録録状状況況

令和６年４月１日現在

（単位：人）

　　　る装置。

　　・地図等検索装置～災害発生場所の地図等の検索が容易にかつ迅速にできるよ

　　　うにする装置。

　　・支援情報表示装置～指令管制業務に必要な各種情報を上記二つの装置と連携

　　　し有効に表示することができる装置。
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平成2 4年10月

平成2 5年 4月

平成2 6年 1月

平成2 8年 4月

平成2 9年 9月

　 

2

16

合　計

2

月形町岩見沢市
市町別

種別
備　考

メール１１９

Ｎｅｔ１１９ 16

通信業務の一元化業務開始

　当組合月形町との通信一元化により既に実施している緊急通報システムの受報業

高機能消防指令センター運用開始（整備費用291,600千円）

　※通信指令システム概要

　　消防救急デジタル無線設備と接続連携し、出動車両運用管理装置と連動するこ

　　とにより、的確な出動指令と効率的な事案活動を行うための各種支援情報を提

　　供し消防力の最大発揮を図ることができる高機能化したシステム。

　※装置概要

　　指令台…下記装置と連動・連携し、通報受付、出動指令、無線交信等総合的に

　　　　　　消防通信を行う装置。

　　・自動出動指定装置～出動指令、出動隊編成等システムの自動化機能を制御す

　務の他に119番受報業務、災害出動等指令業務を、平成24年10月1日より実施して

　いる。

消防救急デジタル無線整備に係る実施計画委託業務着手

　　・出動車両運用管理装置～管理装置（親局装置）及び車両設置の車両運用端末

実施計画委託業務成果品受領

消防救急デジタル無線整備運用開始

　　　装置（ＡＶＭ）から構成され、車両動態・車両位置情報等を伝送し自動出動

　　　指定装置等に反映させるもの。

ＮＮｅｅｔｔ１１１１９９・・メメーールル１１１１９９登登録録状状況況

令和６年４月１日現在

（単位：人）

　　　る装置。

　　・地図等検索装置～災害発生場所の地図等の検索が容易にかつ迅速にできるよ

　　　うにする装置。

　　・支援情報表示装置～指令管制業務に必要な各種情報を上記二つの装置と連携

　　　し有効に表示することができる装置。
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※加入電話・駆け付け・消防無線・Ｎｅｔ１１９・メール１１９等の通報は除く。

うち携帯

958

591

140

227

問合せ

間違い、悪戯、無言

28 1 29

1,649

31 1,4311,400

その他 60 6 66

33

3,052 95 3,147

47 1,696

【令和４年】

出動に該当しない受信

試験、通報

１１１１９９番番受受報報数数のの現現況況

令和５年１月１日～１２月３１日

（単位：件）

岩見沢市 月形町 合　計
市町別

種　別

うち携帯

うち携帯

31 31

うち携帯

火　災

救　急

45

警　戒

44

46

3,193 104

1,534

救　助

23

45

合　計 3,379 111 3,490

うち携帯

うち携帯

うち携帯

1,580

44

3,297

33

23

37 1 38
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